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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリビニルアルコール系樹脂フィルムから偏光フィルムを製造するための製造装置であ
って、
　前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムの搬送経路を構成し、前記ポリビニルアルコ
ール系樹脂フィルムの表面に接するように配置される複数のロールと、
　前記搬送経路上に配置され、前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムが浸漬される処
理液を収容する１以上の処理槽を含む湿式処理部と、
　前記搬送経路上に配置され、湿式処理後のポリビニルアルコール系樹脂フィルムを乾燥
させるための乾燥処理部と、
を含み、
　前記複数のロールは、回転抵抗が０．０２５Ｎ以下である低回転抵抗ロールを含み、
　前記低回転抵抗ロールは、水に対する接触角が１００度以上である表面を有する、製造
装置。
【請求項２】
　ポリビニルアルコール系樹脂フィルムから偏光フィルムを製造するための製造装置であ
って、
　前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムの搬送経路を構成し、前記ポリビニルアルコ
ール系樹脂フィルムの表面に接するように配置される複数のロールと、
　前記搬送経路上に配置され、前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムが浸漬される処
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理液を収容する１以上の処理槽を含む湿式処理部と、
　前記搬送経路上に配置され、湿式処理後のポリビニルアルコール系樹脂フィルムを乾燥
させるための乾燥処理部と、
を含み、
　前記複数のロールは、回転抵抗が０．０２５Ｎ以下である低回転抵抗ロールを含み、
　前記湿式処理部は、二色性色素を含有する染色処理液を収容する染色処理槽、及び架橋
剤を含有する架橋処理液を収容する架橋処理槽をこの順に含み、前記低回転抵抗ロールは
、前記架橋処理槽より下流側の搬送経路に配置され、
　前記低回転抵抗ロールは、ガイドロールである、製造装置。
【請求項３】
　前記低回転抵抗ロールは、前記湿式処理部から前記乾燥処理部にわたる搬送経路のいず
れかの位置に配置される、請求項１に記載の製造装置。
【請求項４】
　前記湿式処理部は、二色性色素を含有する染色処理液を収容する染色処理槽、及び架橋
剤を含有する架橋処理液を収容する架橋処理槽をこの順に含み、
　前記低回転抵抗ロールは、前記架橋処理槽以降に配置される、請求項３に記載の製造装
置。
【請求項５】
　前記低回転抵抗ロールは、水に対する接触角が６０度以上である表面を有する、請求項
２に記載の製造装置。
【請求項６】
　前記表面は、フッ素系樹脂、シリコン原子含有樹脂、カーボン又はダイヤモンドライク
カーボンで構成される、請求項１又は５に記載の製造装置。
【請求項７】
　前記低回転抵抗ロールは、単位体積あたりの重量が１５００ｋｇ／ｍ3以下である、請
求項１～６のいずれか１項に記載の製造装置。
【請求項８】
　前記低回転抵抗ロールは、ガイドロールである、請求項１、３、４、６及び７のいずれ
か１項に記載の製造装置。
【請求項９】
　前記低回転抵抗ロールに接する前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムの厚みが１５
μｍ以下である、請求項１～８のいずれか１項に記載の製造装置。
【請求項１０】
　ポリビニルアルコール系樹脂フィルムから偏光フィルムを製造する方法であって、
　前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムの表面に接するように配置される複数のロー
ルによって構成される搬送経路に沿って前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムを搬送
させながら、１以上の処理液に浸漬させる湿式処理工程と、
　前記搬送経路に沿って前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムを搬送させながら、湿
式処理後のポリビニルアルコール系樹脂フィルムを乾燥させる乾燥処理工程と、
を含み、
　前記複数のロールは、回転抵抗が０．０２５Ｎ以下である低回転抵抗ロールを含み、
　前記低回転抵抗ロールは、水に対する接触角が１００度以上である表面を有する、製造
方法。
【請求項１１】
　ポリビニルアルコール系樹脂フィルムから偏光フィルムを製造する方法であって、
　前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムの表面に接するように配置される複数のロー
ルによって構成される搬送経路に沿って前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムを搬送
させながら、１以上の処理液に浸漬させる湿式処理工程と、
　前記搬送経路に沿って前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムを搬送させながら、湿
式処理後のポリビニルアルコール系樹脂フィルムを乾燥させる乾燥処理工程と、



(3) JP 6359003 B2 2018.7.18

10

20

30

40

50

を含み、
　前記複数のロールは、回転抵抗が０．０２５Ｎ以下である低回転抵抗ロールを含み、
　前記湿式処理工程は、二色性色素を含有する染色処理液に浸漬させる工程と、架橋処理
槽に収容された架橋剤を含有する架橋処理液に浸漬させる工程と、をこの順に含み、
　前記低回転抵抗ロールは、前記架橋処理槽より下流側の搬送経路に配置され、
　前記低回転抵抗ロールは、ガイドロールである、製造方法。
【請求項１２】
　前記低回転抵抗ロールは、前記湿式処理工程から前記乾燥処理工程にわたる搬送経路の
いずれかの位置に配置される、請求項１０に記載の製造方法。
【請求項１３】
　前記湿式処理工程は、二色性色素を含有する染色処理液に浸漬させる工程と、架橋剤を
含有する架橋処理液に浸漬させる工程と、をこの順に含み、
　前記低回転抵抗ロールは、前記架橋処理液に浸漬させる工程以降の搬送経路に配置され
る、請求項１２に記載の製造方法。
【請求項１４】
　前記低回転抵抗ロールは、水に対する接触角が６０度以上である表面を有する、請求項
１１に記載の製造方法。
【請求項１５】
　前記表面は、フッ素系樹脂、シリコン原子含有樹脂、カーボン又はダイヤモンドライク
カーボンで構成される、請求項１０又は１４に記載の製造方法。
【請求項１６】
　前記低回転抵抗ロールは、単位体積あたりの重量が１５００ｇ／ｍ3以下である、請求
項１０～１５のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１７】
　前記低回転抵抗ロールは、ガイドロールである、請求項１０、１２、１３、１５および
１６のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１８】
　前記低回転抵抗ロールに接する前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムの厚みが１５
μｍ以下である、請求項１０～１７のいずれか１項に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば偏光板の構成部材として用いることのできる偏光フィルムの製造装置
及び製造方法に関する。また本発明は、偏光フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　偏光フィルムとして、一軸延伸されたポリビニルアルコール系樹脂フィルムにヨウ素や
二色性染料のような二色性色素を吸着配向させたものが従来用いられている。一般に偏光
フィルムは、ポリビニルアルコール系樹脂フィルムを二色性色素で染色する染色処理、架
橋剤で処理する架橋処理、及びフィルム乾燥処理を順次施すとともに、製造工程の間に一
軸延伸処理を施すことによって製造される〔例えば、特開２００１－１４１９２６号公報
（特許文献１）〕。
【０００３】
　偏光フィルムの製造装置は通常、染色処理槽、架橋処理槽等の処理槽、並びに乾燥設備
などを通るポリビニルアルコール系樹脂フィルムの搬送経路を有している。当該経路に沿
って搬送されるポリビニルアルコール系樹脂フィルムは、ガイドロールや、フィルムをニ
ップするニップロール等のロールによって支持される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００１－１４１９２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　偏光フィルムの主要用途の１つは、液晶表示装置の必須部材である偏光板用途である。
偏光板とは、偏光フィルムの片面又は両面に保護層（保護フィルム等）を、典型的には接
着剤を用いて、積層貼合した光学部材をいう。近年、液晶表示装置は視認性（明るさ）の
向上が益々求められており、この要求に伴って液晶表示装置にはより高い輝度を有するバ
ックライトが用いられるようになってきている。
【０００６】
　このような状況の下、本発明者は、バックライトの輝度をある程度以上まで高くすると
、これより輝度が低いときには液晶表示装置の画面において視認されずに問題とはならな
かったドット状の輝点（光抜け）が視認されるようになるという新たな課題に直面した。
例えば、液晶パネルにおいて、偏光板を液晶セルに貼合する粘着剤層と当該液晶セルとの
間に気泡が混入していると、この気泡が要因となって輝点（光抜け）を生じることが従来
知られており、この気泡混入を抑制する技術もいくつか提案されているが、本発明者が新
たに直面した上記の輝点は、粘着剤層と液晶セルとの間に混入する気泡によるものではな
いことが判明した。そして本発明者の検討により、上記輝点の要因が偏光板を構成する偏
光フィルムにあることが明らかとなった。
【０００７】
　本発明の目的は、液晶表示装置に適用したときに、上述のような本発明者が新たに直面
した輝点（光抜け）を生じさせにくい偏光フィルムを製造するための装置及び方法を提供
することにある。また本発明の他の目的は、上記輝点（光抜け）を生じさせにくい偏光フ
ィルムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、上述の輝点（光抜け）の要因が偏光フィルムの製造過程でポリビニルアル
コール系樹脂フィルムの表面に生じる特定の凹凸欠陥（以下、「特定凹凸欠陥」ともいう
。）にあること、並びに、下記に示す本発明に係る偏光フィルムの製造装置及び製造方法
によって偏光フィルムの特定凹凸欠陥、ひいては輝点（光抜け）を効果的に抑制できるこ
とを見出した。
【０００９】
　すなわち本発明は、以下に示す偏光フィルムの製造装置及び製造方法、並びに偏光フィ
ルムを提供する。
【００１０】
　［１］ポリビニルアルコール系樹脂フィルムから偏光フィルムを製造するための製造装
置であって、
　前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムの搬送経路を構成し、前記ポリビニルアルコ
ール系樹脂フィルムの表面に接するように配置される複数のロールと、
　前記搬送経路上に配置され、前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムが浸漬される処
理液を収容する１以上の処理槽を含む湿式処理部と、
　前記搬送経路上に配置され、湿式処理後のポリビニルアルコール系樹脂フィルムを乾燥
させるための乾燥処理部と、
を含み、
　前記複数のロールは、回転抵抗が０．０２５Ｎ以下である低回転抵抗ロールを含む、製
造装置。
【００１１】
　［２］前記低回転抵抗ロールは、前記湿式処理部から前記乾燥処理部にわたる搬送経路
のいずれかの位置に配置される、［１］に記載の製造装置。
【００１２】
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　［３］前記湿式処理部は、二色性色素を含有する染色処理液を収容する染色処理槽、及
び架橋剤を含有する架橋処理液を収容する架橋処理槽をこの順に含み、
　前記低回転抵抗ロールは、前記架橋処理槽以降に配置される、［２］に記載の製造装置
。
【００１３】
　［４］前記低回転抵抗ロールは、水に対する接触角が６０度以上である表面を有する、
［１］～［３］のいずれかに記載の製造装置。
【００１４】
　［５］前記表面は、フッ素系樹脂、シリコン原子含有樹脂、カーボン又はダイヤモンド
ライクカーボンで構成される、［４］に記載の製造装置。
【００１５】
　［６］前記低回転抵抗ロールは、単位体積あたりの重量が１５００ｋｇ／ｍ3以下であ
る、［１］～［５］のいずれかに記載の製造装置。
【００１６】
　［７］前記低回転抵抗ロールは、ガイドロールである、［１］～［６］のいずれかに記
載の製造装置。
【００１７】
　［８］前記低回転抵抗ロールに接する前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムの厚み
が１５μｍ以下である、［１］～［７］のいずれかに記載の製造装置。
【００１８】
　［９］ポリビニルアルコール系樹脂フィルムから偏光フィルムを製造する方法であって
、
　前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムの表面に接するように配置される複数のロー
ルによって構成される搬送経路に沿って前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムを搬送
させながら、１以上の処理液に浸漬させる湿式処理工程と、
　前記搬送経路に沿って前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムを搬送させながら、湿
式処理後のポリビニルアルコール系樹脂フィルムを乾燥させる乾燥処理工程と、
を含み、
　前記複数のロールは、回転抵抗が０．０２５Ｎ以下である低回転抵抗ロールを含む、製
造方法。
【００１９】
　［１０］前記低回転抵抗ロールは、前記湿式処理工程から前記乾燥処理工程にわたる搬
送経路のいずれかの位置に配置される、［９］に記載の製造方法。
【００２０】
　［１１］前記湿式処理工程は、二色性色素を含有する染色処理液に浸漬させる工程と、
架橋剤を含有する架橋処理液に浸漬させる工程と、をこの順に含み、
　前記低回転抵抗ロールは、前記架橋処理液に浸漬させる工程以降の搬送経路に配置され
る、［１０］に記載の製造方法。
【００２１】
　［１２］前記低回転抵抗ロールは、水に対する接触角が６０度以上である表面を有する
、［９］～［１１］のいずれかに記載の製造方法。
【００２２】
　［１３］前記表面は、フッ素系樹脂、シリコン原子含有樹脂、カーボン又はダイヤモン
ドライクカーボンで構成される、［１２］に記載の製造方法。
【００２３】
　［１４］前記低回転抵抗ロールは、単位体積あたりの重量が１５００ｋｇ／ｍ3以下で
ある、［９］～［１３］のいずれかに記載の製造方法。
【００２４】
　［１５］前記低回転抵抗ロールは、ガイドロールである、［９］～［１４］のいずれか
に記載の製造方法。
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【００２５】
　［１６］前記低回転抵抗ロールに接する前記ポリビニルアルコール系樹脂フィルムの厚
みが１５μｍ以下である、［９］～［１５］のいずれかに記載の製造方法。
【００２６】
　［１７］　ポリビニルアルコール系樹脂フィルムに二色性色素が吸着配向されている偏
光フィルムであって、
　少なくとも一方の面における凹凸欠陥の密度が２０個／ｍ2以下であり、
　前記凹凸欠陥は、前記凹凸欠陥以外の偏光フィルム面を基準にそれより突出している１
つの凸部と、前記基準より陥没しており前記凸部に隣接する１つの凹部との組み合わせか
らなり、長径が０．５～５ｍｍの範囲内である、偏光フィルム。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、輝度の高いバックライトを使用した液晶表示装置に適用したときにお
いても、フィルム表面の特定凹凸欠陥に起因する輝点（光抜け）を生じさせにくい偏光フ
ィルムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明に係る偏光フィルム製造装置の一例を示す断面模式図である。
【図２】図１に示される偏光フィルム製造装置が有する乾燥処理部を拡大して示す断面模
式図である。
【図３】本発明に係る偏光フィルムの製造方法の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　＜偏光フィルムの製造装置及び製造方法＞
　本発明は、ポリビニルアルコール系樹脂フィルム（以下、「ＰＶＡ系樹脂フィルム」と
もいう。）から偏光フィルムを製造するための製造装置及び製造方法に関する。偏光フィ
ルムは、ＰＶＡ系樹脂フィルムに対し、処理槽への浸漬処理（湿式処理）、乾燥処理等を
含む一連の処理を施して製造される。偏光フィルムは、延伸されたＰＶＡ系樹脂フィルム
に二色性色素が吸着配向しているものである。
【００３０】
　本発明に係る偏光フィルム製造装置の一例を図１に示す。図２は、図１に示される偏光
フィルム製造装置が有する乾燥処理部を拡大して示す断面模式図である。図１及び図２に
示される偏光フィルム製造装置は、原料フィルムである長尺のＰＶＡ系樹脂フィルム１０
から連続的に長尺の偏光フィルム２５を製造するための装置である。図１及び図２中の矢
印は、フィルムの搬送方向を示す。図１及び図２に示される製造装置を用いた偏光フィル
ム２５の製造においては、ＰＶＡ系樹脂フィルム１０を巻出ロール１１から連続的に巻き
出しつつ、膨潤処理槽１３、染色処理槽１５、架橋処理槽１７及び洗浄処理槽１９に順次
浸漬し、最後に乾燥炉２１に通すことにより乾燥処理を行って偏光フィルム２５を得る。
長尺物として製造される偏光フィルム２５は、巻取ロール２７に順次巻き取ってもよい。
【００３１】
　偏光フィルム製造装置において、膨潤処理槽１３、染色処理槽１５、架橋処理槽１７及
び洗浄処理槽１９等の、フィルムが浸漬される処理液を収容する１以上の処理槽を用いて
湿式処理を行うゾーンを本明細書では「湿式処理部」（図１に示される湿式処理部２０）
という。また乾燥炉２１のように、湿式処理後のフィルムに対して乾燥処理を実施するゾ
ーンを本明細書では「乾燥処理部」（図１及び図２に示される乾燥処理部２２）という。
本発明に係る偏光フィルム製造装置は、湿式処理部と乾燥処理部とを含むＰＶＡ系樹脂フ
ィルム１０の搬送経路を有している。この搬送経路に沿ってＰＶＡ系樹脂フィルム１０を
搬送させることにより一連の処理が施されて偏光フィルム２５が得られる。搬送経路に沿
って搬送されるＰＶＡ系樹脂フィルム１０の搬送速度は、通常１０～５０ｍ／分であり、
生産効率の観点から、好ましくは１５ｍ／分以上である。
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【００３２】
　図１に示されるように上記搬送経路は、湿式処理部２０と乾燥処理部２２とを通るよう
に、走行中のフィルム（ＰＶＡ系樹脂フィルム１０及び偏光フィルム２５）を支持・案内
する複数のロールによって構築される。複数のロールは、フィルムの片面を支持するフリ
ーロールであるガイドロール、及び／又は、１対のロール（通常は駆動ロール）からなり
、フィルムを両面から挟み込む又は挟み込んで押圧するニップロールを含むことができる
。図１及び図２に示される例において製造装置は、ガイドロール１ａ～１ｓ及びニップロ
ール２ａ～２ｆを含んでいる。搬送経路を規定する複数のロールは、駆動ロールの１種で
あるサクションロール（吸引ロール）を含むこともできる。通常、これらのロールはいず
れも搬送経路内のフィルムの一方又は両方の表面（主面）に接して該フィルムを支持する
。これらのロールは、各処理槽及び乾燥手段（乾燥炉）の前後や処理槽及び乾燥手段（乾
燥炉）内等の適宜の位置に配置することができる。
【００３３】
　なお駆動ロールとは、それに接触するフィルムに対してフィルム搬送のための駆動力を
与えることができるロールをいい、モーター等のロール駆動源が直接又は間接的に接続さ
れたロール等であることができる。フリーロールとは、単に走行するフィルムを支持する
役割を担い、フィルム搬送のための駆動力を与えることができないロールをいう。
【００３４】
　本発明に係る偏光フィルムの製造方法の一例のフローチャートを図３に示す。図３を参
照して、本発明に係る偏光フィルムの製造方法は、次の工程：
　ＰＶＡ系樹脂フィルムの表面に接するように配置される複数のロールによって構成され
る搬送経路に沿ってＰＶＡ系樹脂フィルムを搬送させながら、１以上の処理液に浸漬させ
る湿式処理工程Ｓ１０１、及び
　上記搬送経路に沿ってＰＶＡ系樹脂フィルムを搬送させながら、湿式処理後のＰＶＡ系
樹脂フィルムを乾燥させる乾燥処理工程Ｓ１０２
を含む。湿式処理工程Ｓ１０１は上述の湿式処理部２０で行われる処理であり、乾燥処理
工程Ｓ１０２は上述の乾燥処理部２２で行われる処理である。
【００３５】
　得られる偏光フィルム２５は、延伸処理（通常は一軸延伸処理）されたものである。こ
のために本発明に係る偏光フィルムの製造装置は、ＰＶＡ系樹脂フィルム１０の延伸手段
（湿式延伸手段）を含むことができ、また本発明に係る偏光フィルムの製造方法は、ＰＶ
Ａ系樹脂フィルム１０の延伸処理工程（湿式延伸処理工程）を含むことができる。
【００３６】
　（１）ＰＶＡ系樹脂フィルム
　湿式処理部２０に導入される（湿式処理工程Ｓ１０１に供される）ＰＶＡ系樹脂フィル
ム１０は、ポリビニルアルコール系樹脂で構成されるフィルムである。ポリビニルアルコ
ール系樹脂としては、ポリ酢酸ビニル系樹脂をケン化したものを用いることができる。ポ
リ酢酸ビニル系樹脂としては、酢酸ビニルの単独重合体であるポリ酢酸ビニルのほか、酢
酸ビニルとこれに共重合可能な他の単量体との共重合体が例示される。酢酸ビニルに共重
合可能な他の単量体としては、例えば、不飽和カルボン酸類、オレフィン類、ビニルエー
テル類、不飽和スルホン酸類、アンモニウム基を有する（メタ）アクリルアミド類等が挙
げられる。なお、「（メタ）アクリル」とは、アクリル及びメタクリルからなる群より選
ばれる少なくとも１種を表す。その他の「（メタ）」を付した用語においても同様である
。
【００３７】
　ポリビニルアルコール系樹脂のケン化度は、８０．０～１００．０モル％の範囲である
ことができるが、好ましくは９０．０～１００．０モル％の範囲であり、より好ましくは
９４．０～１００．０モル％の範囲であり、さらに好ましくは９８．０～１００．０モル
％の範囲である。ケン化度が８０．０モル％未満であると、得られる偏光フィルム２５を
含む偏光板の耐水性及び耐湿熱性が低下し得る。
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【００３８】
　ケン化度とは、ポリビニルアルコール系樹脂の原料であるポリ酢酸ビニル系樹脂に含ま
れる酢酸基（アセトキシ基：－ＯＣＯＣＨ3）がケン化工程により水酸基に変化した割合
をユニット比（モル％）で表したものであり、下記式：
　ケン化度（モル％）＝１００×（水酸基の数）／（水酸基の数＋酢酸基の数）
で定義される。ケン化度は、ＪＩＳ　Ｋ　６７２６（１９９４）に準拠して求めることが
できる。
【００３９】
　ポリビニルアルコール系樹脂の平均重合度は、好ましくは１００～１００００であり、
より好ましくは１５００～８０００であり、さらに好ましくは２０００～５０００である
。ポリビニルアルコール系樹脂の平均重合度もＪＩＳ　Ｋ　６７２６（１９９４）に準拠
して求めることができる。平均重合度が１００未満では、好ましい偏光性能を有する偏光
フィルム２５を得ることが困難であり、１００００を超えると溶媒への溶解性が悪化し、
ＰＶＡ系樹脂フィルム１０の形成（製膜）が困難となり得る。
【００４０】
　ＰＶＡ系樹脂フィルム１０の一例は、上記ポリビニルアルコール系樹脂を製膜してなる
未延伸フィルムである。製膜方法は、特に限定されるものではなく、溶融押出法、溶剤キ
ャスト法のような公知の方法を採用することができる。ＰＶＡ系樹脂フィルム１０の他の
一例は、上記未延伸フィルムを延伸してなる延伸フィルムである。この延伸は通常、一軸
延伸、好ましくは縦一軸延伸である。縦延伸とは、フィルムの機械流れ方向（ＭＤ）、す
なわちフィルムの長手方向への延伸をいう。この延伸は、好ましくは乾式延伸である。乾
式延伸とは空中で行う延伸をいい、通常は縦一軸延伸となる。乾式延伸としては、表面が
加熱された熱ロールと、この熱ロールとは周速の異なるガイドロール（又は熱ロールであ
ってもよい。）との間にフィルムを通し、熱ロールを利用した加熱下に縦延伸を行う熱ロ
ール延伸；距離を置いて設置された２つのニップロール間にある加熱手段（オーブン等）
を通過させながら、これら２つのニップロール間の周速差によって縦延伸を行うロール間
延伸；テンター延伸；圧縮延伸等を挙げることができる。延伸温度（熱ロールの表面温度
や、オーブン内温度等）は、例えば８０～１５０℃であり、好ましくは１００～１３５℃
である。
【００４１】
　上記延伸の延伸倍率は、後述する湿式処理工程Ｓ１０１において湿式延伸を実施するか
否か、及び当該湿式延伸での延伸倍率にもよるが、通常は１．１～８倍であり、好ましく
は２．５～５倍である。
【００４２】
　ＰＶＡ系樹脂フィルム１０は、可塑剤等の添加剤を含有することができる。可塑剤の好
ましい例は多価アルコールであり、その具体例は、エチレングリコール、グリセリン、プ
ロピレングリコール、ジエチレングリコール、ジグリセリン、トリエチレングリコール、
トリグリセリン、テトラエチレングリコール、トリメチロールプロパン、ポリエチレング
リコール等を含む。ＰＶＡ系樹脂フィルム１０は、１種又は２種以上の可塑剤を含有する
ことができる。可塑剤の含有量は、ＰＶＡ系樹脂フィルム１０を構成するポリビニルアル
コール系樹脂１００重量部に対して、通常５～２０重量部であり、好ましくは７～１５重
量部である。
【００４３】
　湿式処理部２０に導入される（湿式処理工程Ｓ１０１に供される）ＰＶＡ系樹脂フィル
ム１０の厚みは、ＰＶＡ系樹脂フィルム１０が延伸処理されたものであるか否かにもよる
が、通常１０～１５０μｍであり、得られる偏光フィルム２５の薄膜化の観点から、好ま
しくは１００μｍ以下、より好ましくは６５μｍ以下、さらに好ましくは５０μｍ以下、
特に好ましくは３５μｍ以下（例えば３０μｍ以下、さらには２０μｍ以下）である。Ｐ
ＶＡ系樹脂フィルム１０の厚み、従って偏光フィルム２５の厚みが小さいほど特定凹凸欠
陥を生じやすい傾向にある。従って、厚みが小さいＰＶＡ系樹脂フィルム１０（例えば厚
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み６５μｍ以下、さらには５０μｍ以下、なおさらには３５μｍ以下）を使用する場合、
又は厚みが小さい偏光フィルム２５（例えば厚み２０μｍ以下、さらには１５μｍ以下、
なおさらには１０μｍ以下）を製造する場合に本発明は特に有利である。
【００４４】
　（２）湿式処理部及び湿式処理工程Ｓ１０１
　湿式処理部２０は、ＰＶＡ系樹脂フィルム１０の搬送経路上に配置されるゾーンであり
、ＰＶＡ系樹脂フィルム１０が浸漬される処理液を収容する１以上の処理槽を含む。この
湿式処理部２０において、ＰＶＡ系樹脂フィルム１０を搬送させながら上記１以上の処理
液に浸漬させる湿式処理工程Ｓ１０１が実施される。上述のように搬送経路は、走行中の
フィルムを支持・案内する複数のロールによって構築されており、これらの複数のロール
の一部は通常、湿式処理部２０内に配置されている。
【００４５】
　湿式処理部２０は、上記処理槽として、通常は染色処理槽１５及び架橋処理槽１７を含
んでおり、好ましくはさらに、膨潤処理槽１３及び洗浄処理槽１９を含む。これらの処理
槽は通常、搬送経路の上流側から順に、膨潤処理槽１３、染色処理槽１５、架橋処理槽１
７、洗浄処理槽１９の順で配置される（図１参照）。なお図１には、膨潤処理槽１３、染
色処理槽１５、架橋処理槽１７及び洗浄処理槽１９をそれぞれ１槽ずつ設けた例を示して
いるが、必要に応じて染色処理槽１５を２槽以上を設けてもよく、架橋処理槽１７を２槽
以上を設けてもよい。膨潤処理槽１３、洗浄処理槽１９についても同様である。
【００４６】
　膨潤処理槽１３に収容される処理液は、例えば水（純水等）であることができる他、ア
ルコール類のような水溶性有機溶媒を添加した水溶液であってもよい。また、この処理液
（膨潤浴）は、ホウ酸、塩化物、無機酸、無機塩等を含有することもできる。膨潤浴にＰ
ＶＡ系樹脂フィルム１０を浸漬することによって膨潤処理を行う。膨潤処理は、ＰＶＡ系
樹脂フィルム１０の異物除去、可塑剤除去、易染色性の付与、フィルムの可塑化等の目的
で必要に応じて実施される処理である。膨潤処理中に、ＰＶＡ系樹脂フィルム１０に対し
て湿式延伸処理（通常は一軸延伸処理）を施してもよい。その場合の延伸倍率は、通常１
．２～３倍、好ましくは１．３～２．５倍である。膨潤浴の温度は、通常１０～７０℃、
好ましくは１５～５０℃である。ＰＶＡ系樹脂フィルム１０の浸漬時間（膨潤浴中での滞
留時間）は、通常１０～６００秒、好ましくは２０～３００秒である。
【００４７】
　染色処理槽１５に収容される処理液は、二色性色素を含有する染色処理液である。この
染色処理液にＰＶＡ系樹脂フィルム１０を浸漬することによって染色処理を行う。これに
より、ＰＶＡ系樹脂フィルム１０に二色性色素が吸着される。二色性色素は、ヨウ素又は
二色性有機染料であることができ、好ましくはヨウ素である。二色性色素は、１種のみを
単独で用いてもよいし２種以上を併用してもよい。
【００４８】
　二色性色素としてヨウ素を用いる場合、上記染色処理液には、ヨウ素及びヨウ化カリウ
ムを含有する水溶液を用いることができる。ヨウ化カリウムに代えて、ヨウ化亜鉛等の他
のヨウ化物を用いてもよく、ヨウ化カリウムと他のヨウ化物を併用してもよい。また、ヨ
ウ化物以外の化合物、例えば、ホウ酸、塩化亜鉛、塩化コバルト等を共存させてもよい。
ホウ酸を添加する場合は、ヨウ素を含む点で後述する架橋処理液と区別される。染色処理
液におけるヨウ素の含有量は通常、水１００重量部あたり０．００３～１重量部である。
染色処理液におけるヨウ化カリウム等のヨウ化物の含有量は通常、水１００重量部あたり
０．１～２０重量部である。染色処理液の温度は、通常１０～４５℃であり、好ましくは
１０～４０℃であり、より好ましくは２０～３５℃である。ＰＶＡ系樹脂フィルム１０の
浸漬時間（染色処理液中での滞留時間）は、通常２０～６００秒、好ましくは３０～３０
０秒である。
【００４９】
　二色性色素として二色性有機染料を用いる場合、染色処理液には、二色性有機染料を含
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有する水溶液を用いることができる。当該染色処理液における二色性有機染料の含有量は
通常、水１００重量部あたり１×１０-4～１０重量部であり、好ましくは１×１０-3～１
重量部である。この染色処理液には染色助剤等を共存させてもよく、例えば、硫酸ナトリ
ウム等の無機塩や界面活性剤等を含有していてもよい。二色性有機染料は１種のみを単独
で用いてもよいし２種以上を併用してもよい。二色性有機染料を含有する染色処理液の温
度は、例えば２０～８０℃、好ましくは３０～７０℃である。ＰＶＡ系樹脂フィルム１０
の浸漬時間は、通常３０～６００秒、好ましくは６０～３００秒である。
【００５０】
　二色性色素の染色性を高めるために、染色処理に供されるＰＶＡ系樹脂フィルム１０は
、少なくともある程度の延伸処理（通常は一軸延伸処理）が施されていることが好ましい
。染色処理前の延伸処理の代わりに、あるいは染色処理前の延伸処理に加えて、染色処理
を行いながら延伸処理を施してもよい。染色処理までの積算の延伸倍率（染色処理までに
延伸工程がない場合は染色処理での延伸倍率）は、通常１．６～４．５倍であり、好まし
くは１．８～４倍である。
【００５１】
　架橋処理槽１７に収容される処理液は、架橋剤を含有する架橋処理液である。この架橋
処理液に染色処理後のＰＶＡ系樹脂フィルム１０を浸漬することによって架橋処理を行う
。これにより、架橋によるＰＶＡ系樹脂フィルム１０の耐水化や色相調整等がなされる。
架橋処理を行いながら延伸処理（通常は一軸延伸処理）を施してもよい。
【００５２】
　架橋剤としては、ホウ酸、グリオキザール、グルタルアルデヒド等を挙げることができ
、ホウ酸が好ましく用いられる。２種以上の架橋剤を併用することもできる。架橋処理液
における架橋剤の含有量は通常、水１００重量部あたり０．１～１５重量部であり、好ま
しくは１～１２重量部である。二色性色素がヨウ素の場合、架橋処理液は、架橋剤に加え
てヨウ化物を含有することが好ましい。架橋処理液におけるヨウ化物の含有量は通常、水
１００重量部あたり０．１～２０重量部であり、好ましくは５～１５重量部である。ヨウ
化物としては、ヨウ化カリウム、ヨウ化亜鉛等が挙げられる。また架橋処理液は、ヨウ化
物以外の化合物、例えば、塩化亜鉛、塩化コバルト、塩化ジルコニウム、チオ硫酸ナトリ
ウム、亜硫酸カリウム、硫酸ナトリウム等を含有していてもよい。架橋処理液の温度は、
通常５０～８５℃であり、好ましくは５０～７０℃である。ＰＶＡ系樹脂フィルム１０の
浸漬時間（架橋処理液中での滞留時間）は、通常１０～６００秒、好ましくは２０～３０
０秒である。
【００５３】
　洗浄処理槽１９に収容される処理液は、例えば水（純水等）であることができる他、ア
ルコール類のような水溶性有機溶媒を添加した水溶液であってもよい。この処理液（洗浄
浴）に架橋処理後のＰＶＡ系樹脂フィルム１０を浸漬することによって洗浄処理を行う。
洗浄処理は、ＰＶＡ系樹脂フィルム１０に付着した余分な架橋剤や二色性色素等の薬剤を
除去する目的で必要に応じて実施される処理である。洗浄浴の温度は、例えば２～４０℃
である。洗浄処理を行いながら延伸処理（通常は一軸延伸処理）を施してもよい。
【００５４】
　洗浄処理は、架橋処理後のＰＶＡ系樹脂フィルム１０に対して洗浄液をシャワーとして
噴霧する処理であってもよく、上記の洗浄浴への浸漬と洗浄液の噴霧とを組み合わせても
よい。図１には、ＰＶＡ系樹脂フィルム１０を洗浄処理槽１９中の水に浸漬して洗浄処理
を施す場合の例を示している。
【００５５】
　上述のように、湿式処理工程Ｓ１０１においてＰＶＡ系樹脂フィルム１０に対して湿式
延伸を実施してもよい。湿式延伸は通常、一軸延伸であり、膨潤処理、染色処理、架橋処
理、洗浄処理のいずれかの処理を行いながら、又はこれらから選択される２以上の処理中
に行うことができる。湿式延伸は、好ましくは、架橋処理工程又はそれより前の１又は２
以上の段階で延伸処理される。上述のように、二色性色素の染色性を高めて良好な偏光特
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性を有する偏光フィルム２５を得るために、染色処理に供されるＰＶＡ系樹脂フィルム１
０は、少なくともある程度の延伸処理が施されていることがより好ましい。湿式延伸の延
伸倍率は、得られる偏光フィルム２５の偏光特性の観点から、好ましくは、偏光フィルム
２５の最終的な累積延伸倍率（湿式処理に供されるＰＶＡ系樹脂フィルム１０が延伸処理
されたものである場合には、この延伸も含めた累積延伸倍率）が３～８倍となるように調
整される。
【００５６】
　湿式延伸処理工程を実施する場合、偏光フィルム製造装置は、ＰＶＡ系樹脂フィルム１
０の湿式延伸手段を含む。湿式延伸手段は、好ましくはロール間延伸を行う延伸手段であ
る。架橋処理中に湿式でロール間延伸を行う場合を例に挙げると、ロール間延伸を行う延
伸手段は、架橋処理槽１７の前後に配置される２つのニップロール２ｃ，２ｄである。他
の湿式処理中に延伸を行う場合についても同様に、離間して配置された２つのニップロー
ルを湿式延伸手段とすることができる。
【００５７】
　（３）乾燥処理部及び乾燥処理工程Ｓ１０２
　乾燥処理部２２は、ＰＶＡ系樹脂フィルム１０の搬送経路上であって湿式処理部２０の
下流側に配置される、湿式処理工程Ｓ１０１後のＰＶＡ系樹脂フィルム１０を乾燥させる
ためのゾーンである。湿式処理工程Ｓ１０１後のＰＶＡ系樹脂フィルム１０を引き続き搬
送させながら、乾燥処理部２２に当該フィルムを導入することによって乾燥処理を施すこ
とができ、これにより偏光フィルム２５が得られる。
【００５８】
　乾燥処理部２２は、フィルムの乾燥手段（加熱手段）を含む。乾燥手段の好適な一例は
乾燥炉である。乾燥炉は、好ましくは炉内温度を制御可能なものである。乾燥炉は、例え
ば、熱風の供給等により炉内温度を高めることができる熱風オーブンである。また乾燥手
段による乾燥処理は、凸曲面を有する１又は２以上の加熱体に湿式処理工程Ｓ１０１後の
ＰＶＡ系樹脂フィルム１０を密着させる処理や、ヒーターを用いて該フィルムを加熱する
処理であってもよい。
【００５９】
　上記加熱体としては、熱源（例えば、温水等の熱媒や赤外線ヒーター）を内部に備え、
表面温度を高めることができるロール（例えば熱ロールを兼ねたガイドロール）を挙げる
ことができる。上記ヒーターとしては、赤外線ヒーター、ハロゲンヒーター、パネルヒー
ター等を挙げることができる。図１及び図２には、乾燥炉２１内に湿式処理工程Ｓ１０１
後のＰＶＡ系樹脂フィルム１０を導入し、該フィルムを炉内のガイドロール１ｍ～１ｓに
沿って搬送させながら乾燥処理する例を示している。このように、偏光フィルム製造装置
が有するＰＶＡ系樹脂フィルム１０の搬送経路を構築する複数のロールの一部（１又は２
以上）は、乾燥処理部２２（乾燥手段）内に配置することができる。
【００６０】
　乾燥処理の温度（例えば、乾燥炉２１の炉内温度、熱ロールの表面温度等）は、通常３
０～１００℃であり、５０～９０℃であることが好ましい。乾燥時間は特に制限されない
が、例えば３０～６００秒である。
【００６１】
　乾燥処理によってフィルムの水分率が低減される。乾燥処理を経て得られる偏光フィル
ム２５の水分率は、通常５～２０重量％であり、好ましくは８～１５重量％である。水分
率が５重量％未満であると、偏光フィルム２５の可撓性が過度に低下し、偏光フィルム２
５がその後の搬送時や取扱い時に損傷したり、破断したりすることがある。また偏光フィ
ルム２５の水分率が２０重量％より高いと、偏光フィルム２５の熱安定性が低下しやすい
。ここでいう水分率は、乾燥重量法によって測定されるものである。
【００６２】
　偏光フィルム２５は、延伸（通常は一軸延伸）されたＰＶＡ系樹脂フィルムに二色性色
素が吸着配向されているものである。偏光フィルム２５の厚みは、通常２～４０μｍであ
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る。偏光フィルム２５を含む偏光板の薄膜化の観点から、偏光フィルム２５の厚みは、好
ましくは２０μｍ以下であり、より好ましくは１５μｍ以下であり、さらに好ましくは１
０μｍ以下である。上述のように、厚みが小さい偏光フィルム２５（例えば厚み２０μｍ
以下、さらには１５μｍ以下、なおさらには１０μｍ以下）を製造する場合に本発明は特
に有利である。
【００６３】
　得られる偏光フィルム２５の視感度補正単体透過率Ｔｙは、視感度補正偏光度Ｐｙとの
バランスを考慮して、４０～４７％であることが好ましく、４１～４５％であることがよ
り好ましい。視感度補正偏光度Ｐｙは、９９．９％以上であることが好ましく、９９．９
５％以上であることがより好ましい。偏光フィルム２５の視感度補正単体透過率Ｔｙが大
きいほど、液晶表示装置に適用したときに上記の輝点（光抜け）が視認されやすくなる。
従って、視感度補正単体透過率Ｔｙが４１％以上、さらには４２％以上、なおさらには４
３％以上である偏光フィルム２５を製造する場合に本発明は特に有利である。Ｔｙ及びＰ
ｙは、後述する実施例の項の記載に従って測定される。
【００６４】
　得られた偏光フィルム２５は、巻取ロール２７に順次巻き取ってロール形態としてもよ
いし、巻き取ることなくそのまま偏光板作製工程（偏光フィルム２５の片面又は両面に保
護層（保護フィルム等）を積層する工程）に供することもできる。
【００６５】
　（４）低回転抵抗ロール
　偏光フィルム製造装置の搬送経路を構築・規定し、搬送されるＰＶＡ系樹脂フィルム１
０の表面に接するように配置される上述の複数のロールは、回転抵抗が０．０２５Ｎ以下
である少なくとも１つの低回転抵抗ロールを含む。これにより、偏光フィルム２５の表面
に生じ得る特定凹凸欠陥を抑制することができる。特定凹凸欠陥をより効果的に抑制する
観点から、低回転抵抗ロールの回転抵抗は、０．０１Ｎ以下であることが好ましい。当該
ロールの回転抵抗は、通常０．００１Ｎ以上である。
【００６６】
　ここでいうロールの回転抵抗は、次のようにして測定される回転抵抗値をいう。すなわ
ち、ロールに薄いフィルムを巻き付けた後、巻き付けたフィルムの外側の端部をバネばか
りに固定し、バネばかりをロールの回転数が１００ｒｐｍとなるように一定速度で引いた
際のバネばかりにかかる荷重である。
【００６７】
　低回転抵抗ロールを用いることにより特定凹凸欠陥を抑制できるのは、低回転抵抗ロー
ルに接触したときの搬送中のＰＶＡ系樹脂フィルム１０の張力が低減され、低回転抵抗ロ
ールとこれに接触したＰＶＡ系樹脂フィルム１０との間の密着力が低くなって、その結果
、ＰＶＡ系樹脂フィルム１０が低回転抵抗ロールから離れるときに生じ得る、ＰＶＡ系樹
脂フィルム１０が低回転抵抗ロールに密着し続けようとする上記密着力に基づく抗力に伴
うＰＶＡ系樹脂フィルム１０の変形が抑制されるためと推定される。
【００６８】
　低回転抵抗ロールの種類は特に制限されず、ガイドロールのようなフリーロールであっ
てもよいし、ニップロール、サクションロールのような駆動ロールであってもよい。低回
転抵抗ロールをニップロールに適用する場合において、ニップロールを構成する一対のロ
ールのうち一方のみが低回転抵抗ロールであってもよいし、両方が低回転抵抗ロールであ
ってもよい。低回転抵抗ロールは、それがフィルム搬送のための駆動力を有しないフリー
ロールであると、特定凹凸欠陥を抑制する効果を高めることができるため、好ましくはガ
イドロールである。
【００６９】
　例えば、ロールの単位体積あたりの重量を小さくしたり、摩擦モーメントの小さい軸受
を使用したりすることによってロールの回転抵抗を小さくすることができる。これらの中
でもロールの単位体積当たりの重量を小さくすることがロールの回転抵抗を小さくするう
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えで有効である。ロールの回転抵抗を上述の範囲とするために、低回転抵抗ロールの単位
体積あたりの重量は、好ましくは１５００ｋｇ／ｍ3以下であり、より好ましくは１００
０ｋｇ／ｍ3以下であり、さらに好ましくは７００ｋｇ／ｍ3以下である。ロールの芯材（
又はロール全体の材料）にカーボン、アルミニウム等の軽量材料を用いたり、中空のロー
ルを用いたりすることで、ロールの単位体積あたりの重量を低減させることが可能である
。当該ロールの単位体積あたりの重量は、通常２００ｋｇ／ｍ3以上である。
【００７０】
　本発明者の検討により、低回転抵抗ロールの表面（搬送中のＰＶＡ系樹脂フィルム１０
に接する表面）の低い濡れ性は特定凹凸欠陥の抑制に有利に働くことが明らかになってい
る。これは、低回転抵抗ロールとこれに接触するＰＶＡ系樹脂フィルム１０との間の上述
の密着力の低下に寄与するためと推定される。従って、低回転抵抗ロールは、濡れ性の低
い表面（搬送中のＰＶＡ系樹脂フィルム１０に接する表面）を有することが好ましく、具
体的には、低回転抵抗ロールは、水に対する接触角（対水接触角）が好ましくは６０度以
上、より好ましくは８０度以上、さらに好ましくは１００度以上である表面を有する。水
に対する接触角の最大値は、通常１２０度程度である。低回転抵抗ロール表面の水に対す
る接触角は、後述する実施例の項の記載に従って測定される。
【００７１】
　上記のような対水接触角が大きい表面を有するロールは、ロール表面に対水接触角が大
きい材料からなる表面層（コーティング層）を設けたものであることができる。対水接触
角が大きい材料の具体例は、ポリテトラフルオロエチレン等のフッ素系樹脂；シロキサン
系樹脂等のシリコン原子含有樹脂；カーボン、ダイヤモンドライクカーボン（ＤＬＣ）等
の炭素材料を含む。
【００７２】
　低回転抵抗ロールの配置数は特に限定されず、また、低回転抵抗ロールは、偏光フィル
ム製造装置が有する搬送経路のいずれの位置に配置されてもよい。従って、搬送経路に２
以上の低回転抵抗ロールを配置したり、搬送されるＰＶＡ系樹脂フィルム１０の表面に接
するすべてのロールが低回転抵抗ロールであってもよいが、特定凹凸欠陥の抑制効果を得
るためには、少なくとも、湿式処理部２０（湿式処理工程Ｓ１０１）から乾燥処理部２２
（乾燥処理工程Ｓ１０２）にわたる搬送経路のいずれかの位置に低回転抵抗ロールを配置
することが好ましい。「湿式処理部２０（湿式処理工程Ｓ１０１）から」とは、例えば最
初の湿式処理が膨潤処理である場合、膨潤処理槽１３の上流端（ＰＶＡ系樹脂フィルム１
０が膨潤浴に浸漬される時点）を指す。「乾燥処理部２２（乾燥処理工程Ｓ１０２）にわ
たる」とは、乾燥処理部２２（乾燥手段）の下流端（乾燥処理終了時点）を指す。
【００７３】
　中でも、次の点を考慮して低回転抵抗ロールの配置位置を選択することがより好ましい
。
【００７４】
　〔ａ〕架橋処理前よりはむしろ、架橋処理後のＰＶＡ系樹脂フィルム１０がロールに接
触したときに特定凹凸欠陥を生じやすい傾向が本発明者により確認されている。従って、
架橋処理槽１７以降（架橋処理槽１７又はそれより下流側）の搬送経路に少なくとも１つ
の低回転抵抗ロールを配置することが好ましく、架橋処理槽１７以降の搬送経路に複数の
ロールが存在する場合、これらのロールのすべてを低回転抵抗ロールとすることが好まし
い。
【００７５】
　〔ｂ〕湿式処理中よりはむしろ、湿式処理を終えた後のＰＶＡ系樹脂フィルム１０がロ
ールに接触したときに特定凹凸欠陥を生じやすい傾向が本発明者により確認されている。
従って、架橋処理槽１７より下流側の搬送経路に少なくとも１つの低回転抵抗ロールを配
置することが好ましく、架橋処理槽１７より下流側の搬送経路に複数のロールが存在する
場合、これらのロールのすべてを低回転抵抗ロールとすることが好ましい。架橋処理の後
に洗浄処理のような湿式処理を行う場合には、湿式処理部２０より下流側の搬送経路に少
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なくとも１つの低回転抵抗ロールを配置することが好ましく、湿式処理部２０より下流側
の搬送経路に複数のロールが存在する場合、これらのロールのすべてを低回転抵抗ロール
とすることが好ましい。
【００７６】
　〔ｃ〕湿式処理を終えた直後（最後の湿式処理槽から出た直後）の水分率よりも低い水
分率を有するＰＶＡ系樹脂フィルム１０がロールに接触したときに特定凹凸欠陥を生じや
すい傾向が本発明者により確認されている。従って、この点においても、湿式処理部２０
より下流側の搬送経路に少なくとも１つの低回転抵抗ロールを配置することが好ましく、
湿式処理部２０より下流側の搬送経路に複数のロールが存在する場合、これらのロールの
すべてを低回転抵抗ロールとすることが好ましい。特に、湿式処理を終えた直後であって
、乾燥処理の完了によって所望の水分率を有する偏光フィルム２５となる前のＰＶＡ系樹
脂フィルム１０がロールに接触したときに特定凹凸欠陥を生じやすい。従って、湿式処理
部２０と乾燥処理部２２とを接続する搬送経路、又は乾燥処理部２２の前半の搬送経路に
少なくとも１つの低回転抵抗ロールを配置することが好ましく、湿式処理部２０と乾燥処
理部２２とを接続する搬送経路、及び乾燥処理部２２の前半の搬送経路に複数のロールが
存在する場合、これらのロールのすべてを低回転抵抗ロールとすることが好ましい。上述
した「湿式処理を終えた直後（最後の湿式処理槽から出た直後）の水分率よりも低い水分
率を有するＰＶＡ系樹脂フィルム１０」の水分率は、例えば８～３０重量％であり、さら
には１０～２５重量％である。水分率の意味（測定方法）は、上述と同様である。
【００７７】
　〔ｄ〕ロールに接触するＰＶＡ系樹脂フィルム１０の厚みが小さいほど特定凹凸欠陥を
生じやすい傾向にある。従って、湿式処理工程Ｓ１０１に供される時点でのＰＶＡ系樹脂
フィルム１０の厚みよりも、湿式延伸処理によって厚みが小さくなっているＰＶＡ系樹脂
フィルム１０と接するロールを低回転抵抗ロールとすることが好ましく、このようなロー
ルが複数存在する場合、これらのロールのすべてを低回転抵抗ロールとすることが好まし
い。具体的には、湿式延伸を行うことがよくある染色処理槽１５以降（染色処理槽１５若
しくはそれより下流側）又は架橋処理槽１７以降（架橋処理槽１７若しくはそれより下流
側）の搬送経路に少なくとも１つの低回転抵抗ロールを配置することが好ましく、当該搬
送経路に複数のロールが存在する場合、これらのロールのすべてを低回転抵抗ロールとす
ることが好ましい。上述した「湿式処理工程Ｓ１０１に供される時点でのＰＶＡ系樹脂フ
ィルム１０の厚みよりも、湿式延伸処理によって厚みが小さくなっているＰＶＡ系樹脂フ
ィルム１０」の厚みは、例えば１５μｍ以下であり、さらには１２μｍ以下であり、なお
さらには１０μｍ以下である。
【００７８】
　〔ｅ〕ロールに接する前後でＰＶＡ系樹脂フィルム１０の搬送方向が変化しないときよ
りも、変化するときの方が特定凹凸欠陥を生じやすい傾向にある。従って、それに接する
ＰＶＡ系樹脂フィルム１０の搬送方向を変化させるロールを低回転抵抗ロールとすること
が好ましい。ロールに接する直前のＰＶＡ系樹脂フィルム１０の搬送方向ベクトルをＡ、
当該ロールから離れた直後のＰＶＡ系樹脂フィルム１０の搬送方向ベクトルをＢとし、ロ
ールに接する直前のＰＶＡ系樹脂フィルム１０の搬送方向と当該ロールから離れた直後の
ＰＶＡ系樹脂フィルム１０の搬送方向とが変化なく同じ方向であるときのベクトルＡとＢ
がなす角度（搬送方向変化角度）αを０°とし、ロールに接する直前のＰＶＡ系樹脂フィ
ルム１０の搬送方向と当該ロールから離れた直後のＰＶＡ系樹脂フィルム１０の搬送方向
とが真逆になるときのベクトルＡとＢがなす角度αを１８０°とするとき、角度αが３０
～１８０°、さらには４５～１８０°を満たす場合に本発明はとりわけ有利である。
【００７９】
　（５）特定凹凸欠陥
　偏光フィルムの表面に生じ得る本明細書でいう特定凹凸欠陥は、該偏光フィルムを液晶
表示装置に適用したときに輝点（光抜け）を生じさせる。この輝点は、バックライトの輝
度をある程度以上まで高くしたときに初めて視認されるようになる欠陥であり、この点は
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本発明者により初めて見出された新たな課題である。上述の「バックライトの輝度をある
程度以上まで高くしたとき」とは、輝度計で測定したバックライトの輝度がおよそ１０，
０００ｃｄ／ｍ2以上のときである。このバックライトの輝度は、当該バックライトと、
その上に配置される液晶パネル（液晶パネルは、液晶セルとその両面に配置される偏光板
とを備える。）とを含んで構成される液晶表示装置から出射される光の輝度でいえば、お
よそ５００ｃｄ／ｍ2以上に相当する。
【００８０】
　特定凹凸欠陥は、典型的には、当該凹凸欠陥以外の偏光フィルム面を基準に、それより
突出している１つの凸部と、上記基準より陥没しており、該凸部に隣接する１つの凹部と
の組み合わせからなる。通常、フィルム搬送方向の上流側に凸部があり、その下流側に凹
部がある。従来の偏光フィルムにおいては、このような凸部及び凹部からなる凹凸部の複
数が偏光フィルムのおよそ全面にわたってドット状にランダムに形成されているものであ
った。この凹凸部の形状は、偏光フィルムを上からみたとき（フィルム面に対して垂直な
方向からみたとき）、例えば円形状、楕円形状などであるが、不定形の場合もある。特定
凹凸欠陥は、偏光フィルムを上からみたとき（フィルム面に対して垂直な方向からみたと
き）の長径（最大径）が０．５～５ｍｍ程度（例えば１～３ｍｍ）である。特定凹凸欠陥
は、典型的には、上記基準に対する凸部の高さ及び凹部の深さが０．０５～０．５μｍ程
度である。特定凹凸欠陥における高低差（凸部の頂部から凹部の底部までのフィルム厚み
方向距離）は、０．１～１μｍ程度である。特定凹凸欠陥の長径や高低差が上記の範囲外
である場合には、その凹凸欠陥は輝点を生じさせず、問題とはなりにくい傾向にある。特
定凹凸欠陥の存在は、例えばルーペ等によって確認することができる。特定凹凸欠陥の長
径及び高低差は、後述する実施例の項に記載の方法に従って測定される。
【００８１】
　本発明によれば、偏光フィルム表面における上記のような特定凹凸欠陥の発生を抑制又
は防止することができる。これによって、輝度の高いバックライトを使用した液晶表示装
置に偏光フィルムを適用した場合においても、輝点（光抜け）を効果的に抑制又は防止す
ることができる。
【００８２】
　本発明に係る偏光フィルムは、その少なくとも一方の面における特定凹凸欠陥の密度が
２０個／ｍ2以下であることが好ましく、１５個／ｍ2以下であることがより好ましく、１
０個／ｍ2以下であることがさらに好ましい。偏光フィルムの少なくとも一方の面におけ
る特定凹凸欠陥の密度は、０個／ｍ2であることが望ましいといえるが、２０個／ｍ2以下
であれば、液晶表示装置の画面をみたときの輝点は、その画面のサイズによらず、画面の
視認性にほとんど影響を与えない。これに対して、特定凹凸欠陥の密度が２０個／ｍ2を
超えると、画面のサイズによっては視認性を阻害する。特定凹凸欠陥の密度は、後述する
実施例の項に記載の方法に従って測定される。なお、偏光フィルムの一方の面に特定凹凸
欠陥が認められる場合には通常、他方の面にも同様の位置に、凸部と凹部とが逆転した特
定凹凸欠陥が形成されている。
【００８３】
　＜偏光板＞
　偏光フィルム２５の片面又は両面に保護層を形成することにより偏光板を得ることがで
きる。保護層は、熱可塑性樹脂からなる保護フィルムであることができる他、活性エネル
ギー線硬化性樹脂組成物の硬化物層であってもよい。保護フィルムを用いる場合、偏光フ
ィルム２５の片面又は両面に接着剤層を介して保護フィルムを貼合することにより偏光板
を得ることができる。偏光フィルム２５の両面に保護フィルムが貼合される場合において
これらの保護フィルムを構成する熱可塑性樹脂は、同種であってもよいし異種であっても
よい。
【００８４】
　保護フィルムを構成する熱可塑性樹脂は、透光性を有する熱可塑性樹脂、好ましくは光
学的に透明な熱可塑性樹脂である。熱可塑性樹脂は、例えば、鎖状ポリオレフィン系樹脂
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（ポリプロピレン系樹脂等）、環状ポリオレフィン系樹脂（ノルボルネン系樹脂等）のよ
うなポリオレフィン系樹脂；トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロースのようなセ
ルロース系樹脂；ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレートのようなポ
リエステル系樹脂；ポリカーボネート系樹脂；メタクリル酸メチル系樹脂のような（メタ
）アクリル系樹脂；ポリスチレン系樹脂；ポリ塩化ビニル系樹脂；アクリロニトリル・ブ
タジエン・スチレン系樹脂；アクリロニトリル・スチレン系樹脂；ポリ酢酸ビニル系樹脂
；ポリ塩化ビニリデン系樹脂；ポリアミド系樹脂；ポリアセタール系樹脂；変性ポリフェ
ニレンエーテル系樹脂；ポリスルホン系樹脂；ポリエーテルスルホン系樹脂；ポリアリレ
ート系樹脂；ポリアミドイミド系樹脂；ポリイミド系樹脂等であることができる。
【００８５】
　鎖状ポリオレフィン系樹脂としては、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂のような
鎖状オレフィンの単独重合体のほか、２種以上の鎖状オレフィンからなる共重合体を挙げ
ることができる。より具体的な例は、ポリプロピレン系樹脂（プロピレンの単独重合体で
あるポリプロピレン樹脂や、プロピレンを主体とする共重合体）、ポリエチレン系樹脂（
エチレンの単独重合体であるポリエチレン樹脂や、エチレンを主体とする共重合体）を含
む。
【００８６】
　環状ポリオレフィン系樹脂は、環状オレフィンを重合単位として重合される樹脂の総称
である。環状ポリオレフィン系樹脂の具体例を挙げれば、環状オレフィンの開環（共）重
合体、環状オレフィンの付加重合体、環状オレフィンとエチレン、プロピレンのような鎖
状オレフィンとの共重合体（代表的にはランダム共重合体）、及びこれらを不飽和カルボ
ン酸やその誘導体で変性したグラフト重合体、並びにそれらの水素化物等である。中でも
、環状オレフィンとしてノルボルネンや多環ノルボルネン系モノマー等のノルボルネン系
モノマーを用いたノルボルネン系樹脂が好ましく用いられる。
【００８７】
　セルロース系樹脂とは、綿花リンタや木材パルプ（広葉樹パルプ、針葉樹パルプ）等の
原料セルロースから得られるセルロースの水酸基における水素原子の一部又は全部がアセ
チル基、プロピオニル基及び／又はブチリル基で置換された、セルロース有機酸エステル
又はセルロース混合有機酸エステルをいう。例えば、セルロースの酢酸エステル、プロピ
オン酸エステル、酪酸エステル、及びそれらの混合エステル等からなるものが挙げられる
。中でも、トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロース、セルロースアセテートプロ
ピオネート、セルロースアセテートブチレートが好ましい。
【００８８】
　ポリエステル系樹脂は、エステル結合を有する、上記セルロース系樹脂以外の樹脂であ
り、多価カルボン酸又はその誘導体と多価アルコールとの重縮合体からなるものが一般的
である。多価カルボン酸又はその誘導体としては２価のジカルボン酸又はその誘導体を用
いることができ、例えばテレフタル酸、イソフタル酸、ジメチルテレフタレート、ナフタ
レンジカルボン酸ジメチル等が挙げられる。多価アルコールとしては２価のジオールを用
いることができ、例えばエチレングリコール、プロパンジオール、ブタンジオール、ネオ
ペンチルグリコール、シクロヘキサンジメタノール等が挙げられる。好適なポリエステル
系樹脂の例は、ポリエチレンテレフタレートを含む。
【００８９】
　ポリカーボネート系樹脂は、カルボナート基を介してモノマー単位が結合された重合体
からなるエンジニアリングプラスチックであり、高い耐衝撃性、耐熱性、難燃性、透明性
を有する樹脂である。ポリカーボネート系樹脂は、光弾性係数を下げるためにポリマー骨
格を修飾したような変性ポリカーボネートと呼ばれる樹脂や、波長依存性を改良した共重
合ポリカーボネート等であってもよい。
【００９０】
　（メタ）アクリル系樹脂は、（メタ）アクリル系モノマー由来の構成単位を含む重合体
である。該重合体は、典型的にはメタクリル酸エステルを含む重合体である。好ましくは
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メタクリル酸エステルに由来する構造単位の割合が、全構造単位に対して、５０重量％以
上含む重合体である。（メタ）アクリル系樹脂は、メタクリル酸エステルの単独重合体で
あってもよいし、他の重合性モノマー由来の構成単位を含む共重合体であってもよい。こ
の場合、他の重合性モノマー由来の構成単位の割合は、好ましくは全構造単位に対して、
５０重量％以下である。
【００９１】
　（メタ）アクリル系樹脂を構成し得るメタクリル酸エステルとしては、メタクリル酸ア
ルキルエステルが好ましい。メタクリル酸アルキルエステルとしては、メタクリル酸メチ
ル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ｎ－プロピル、メタクリル酸イソプロピル、メタ
クリル酸ｎ－ブチル、メタクリル酸イソブチル、メタクリル酸ｔ－ブチル、メタクリル酸
２－エチルヘキシル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸２－ヒドロキシエチル
のようなアルキル基の炭素数が１～８であるメタクリル酸アルキルエステルが挙げられる
。メタクリル酸アルキルエステルに含まれるアルキル基の炭素数は、好ましくは１～４で
ある。（メタ）アクリル系樹脂において、メタクリル酸エステルは、１種のみを単独で用
いてもよいし２種以上を併用してもよい。
【００９２】
　（メタ）アクリル系樹脂を構成し得る上記他の重合性モノマーとしては、アクリル酸エ
ステル、及びその他の分子内に重合性炭素－炭素二重結合を有する化合物を挙げることが
できる。他の重合性モノマーは、１種のみを単独で用いてもよいし２種以上を併用しても
よい。アクリル酸エステルとしては、アクリル酸アルキルエステルが好ましい。アクリル
酸アルキルエステルとしては、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ｎ－プ
ロピル、アクリル酸イソプロピル、アクリル酸ｎ－ブチル、アクリル酸イソブチル、アク
リル酸ｔ－ブチル、アクリル酸２－エチルヘキシル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリ
ル酸２－ヒドロキシエチルのようなアルキル基の炭素数が１～８であるアクリル酸アルキ
ルエステルなどが挙げられる。アクリル酸アルキルエステルに含まれるアルキル基の炭素
数は、好ましくは１～４である。（メタ）アクリル系樹脂において、アクリル酸エステル
は、１種のみを単独で用いてもよいし２種以上を併用してもよい。
【００９３】
　その他の分子内に重合性炭素－炭素二重結合を有する化合物としては、エチレン、プロ
ピレン、スチレン等のビニル系化合物や、アクリロニトリルのようなビニルシアン化合物
が挙げられる。その他の分子内に重合性炭素－炭素二重結合を有する化合物は、１種のみ
を単独で用いてもよいし２種以上を併用してもよい。
【００９４】
　保護フィルムは、位相差フィルム、輝度向上フィルムのような光学機能を併せ持つフィ
ルムであることもできる。例えば、上記熱可塑性樹脂からなるフィルムを延伸（一軸延伸
又は二軸延伸等）したり、該フィルム上に液晶層等を形成したりすることにより、任意の
位相差値が付与された位相差フィルムとすることができる。保護フィルムは、その表面に
積層される、ハードコート層、防眩層、反射防止層、帯電防止層、防汚層のような表面処
理層（コーティング層）を有していてもよい。
【００９５】
　保護フィルムの厚みは通常１～１００μｍであるが、強度や取扱性、偏光板の薄膜化等
の観点から５～６０μｍであることが好ましく、５～５０μｍであることがより好ましい
。
【００９６】
　偏光フィルム２５と保護フィルムとの貼合に用いる接着剤としては、水系接着剤、活性
エネルギー線硬化性接着剤又は熱硬化性接着剤を用いることができ、好ましくは水系接着
剤、活性エネルギー線硬化性接着剤である。偏光フィルム２５の両面に保護フィルムが貼
合される場合においてこれらの保護フィルムを貼合するための接着剤は、同種の接着剤で
あってもよいし異種の接着剤であってもよい。
【００９７】
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　水系接着剤は、接着剤成分を水に溶解したもの又は水に分散させたものである。好まし
く用いられる水系接着剤は、例えば、主成分としてポリビニルアルコール系樹脂又はウレ
タン樹脂を用いた接着剤組成物である。
【００９８】
　接着剤の主成分としてポリビニルアルコール系樹脂を用いる場合、当該ポリビニルアル
コール系樹脂は、部分ケン化ポリビニルアルコール、完全ケン化ポリビニルアルコールの
ようなポリビニルアルコール樹脂であることができるほか、カルボキシル基変性ポリビニ
ルアルコール、アセトアセチル基変性ポリビニルアルコール、メチロール基変性ポリビニ
ルアルコール、アミノ基変性ポリビニルアルコールのような変性されたポリビニルアルコ
ール系樹脂であってもよい。ポリビニルアルコール系樹脂は、酢酸ビニルの単独重合体で
あるポリ酢酸ビニルをケン化処理して得られるビニルアルコールホモポリマーのほか、酢
酸ビニルとこれに共重合可能な他の単量体との共重合体をケン化処理して得られるポリビ
ニルアルコール系共重合体であってもよい。
【００９９】
　ポリビニルアルコール系樹脂を接着剤成分とする水系接着剤は通常、ポリビニルアルコ
ール系樹脂の水溶液である。接着剤中のポリビニルアルコール系樹脂の濃度は、水１００
重量部に対して、通常１～１０重量部、好ましくは１～５重量部である。
【０１００】
　ポリビニルアルコール系樹脂の水溶液からなる接着剤は、接着性を向上させるために、
多価アルデヒド、メラミン系化合物、ジルコニア化合物、亜鉛化合物、グリオキザール、
グリオキザール誘導体、水溶性エポキシ樹脂のような硬化性成分や架橋剤を含有すること
が好ましい。水溶性エポキシ樹脂としては、例えばジエチレントリアミン、トリエチレン
テトラミン等のポリアルキレンポリアミンと、アジピン酸等のジカルボン酸との反応で得
られるポリアミドアミンに、エピクロロヒドリンを反応させて得られるポリアミドポリア
ミンエポキシ樹脂を好適に用いることができる。かかるポリアミドポリアミンエポキシ樹
脂の市販品としては、「スミレーズレジン６５０」（田岡化学工業（株）製）、「スミレ
ーズレジン６７５」（田岡化学工業（株）製）、「ＷＳ－５２５」（日本ＰＭＣ（株）製
）等が挙げられる。これら硬化性成分や架橋剤の添加量（硬化性成分及び架橋剤としてと
もに添加する場合にはその合計量）は、ポリビニルアルコール系樹脂１００重量部に対し
て、通常１～１００重量部、好ましくは１～５０重量部である。上記硬化性成分や架橋剤
の添加量がポリビニルアルコール系樹脂１００重量部に対して１重量部未満である場合に
は、接着性向上の効果が小さくなる傾向にあり、また、当該添加量がポリビニルアルコー
ル系樹脂１００重量部に対して１００重量部を超える場合には、接着剤層が脆くなる傾向
にある。
【０１０１】
　また、接着剤の主成分としてウレタン樹脂を用いる場合の好適な例として、ポリエステ
ル系アイオノマー型ウレタン樹脂とグリシジルオキシ基を有する化合物との混合物を挙げ
ることができる。ポリエステル系アイオノマー型ウレタン樹脂とは、ポリエステル骨格を
有するウレタン樹脂であって、その中に少量のイオン性成分（親水成分）が導入されたも
のである。かかるアイオノマー型ウレタン樹脂は、乳化剤を使用せずに直接、水中で乳化
してエマルジョンとなるため、水系の接着剤として好適である。
【０１０２】
　活性エネルギー線硬化性接着剤は、紫外線、可視光、電子線、Ｘ線のような活性エネル
ギー線の照射によって硬化する接着剤である。活性エネルギー線硬化性接着剤を用いる場
合、偏光板が有する接着剤層は、当該接着剤の硬化物層である。
【０１０３】
　活性エネルギー線硬化性接着剤は、カチオン重合によって硬化するエポキシ系化合物を
硬化性成分として含有する接着剤であることができ、好ましくは、かかるエポキシ系化合
物を硬化性成分として含有する紫外線硬化性接着剤である。ここでいうエポキシ系化合物
とは、分子内に平均１個以上、好ましくは２個以上のエポキシ基を有する化合物を意味す
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る。エポキシ系化合物は、１種のみを使用してもよいし２種以上を併用してもよい。
【０１０４】
　好適に使用できるエポキシ系化合物の具体例は、芳香族ポリオールの芳香環に水素化反
応を行って得られる脂環式ポリオールに、エピクロロヒドリンを反応させることにより得
られる水素化エポキシ系化合物（脂環式環を有するポリオールのグリシジルエーテル）；
脂肪族多価アルコール又はそのアルキレンオキサイド付加物のポリグリシジルエーテルの
ような脂肪族エポキシ系化合物；脂環式環に結合したエポキシ基を分子内に１個以上有す
るエポキシ系化合物である脂環式エポキシ系化合物を含む。
【０１０５】
　活性エネルギー線硬化性接着剤は、硬化性成分として、上記エポキシ系化合物の代わり
に、又はこれとともにラジカル重合性である（メタ）アクリル系化合物を含有することが
できる。（メタ）アクリル系化合物としては、分子内に少なくとも１個の（メタ）アクリ
ロイルオキシ基を有する（メタ）アクリレートモノマー；官能基含有化合物を２種以上反
応させて得られ、分子内に少なくとも２個の（メタ）アクリロイルオキシ基を有する（メ
タ）アクリレートオリゴマー等の（メタ）アクリロイルオキシ基含有化合物を挙げること
ができる。
【０１０６】
　活性エネルギー線硬化性接着剤は、カチオン重合によって硬化するエポキシ系化合物を
硬化性成分として含む場合、光カチオン重合開始剤を含有することが好ましい。光カチオ
ン重合開始剤としては、例えば、芳香族ジアゾニウム塩；芳香族ヨードニウム塩や芳香族
スルホニウム塩等のオニウム塩；鉄－アレン錯体等を挙げることができる。また、活性エ
ネルギー線硬化性接着剤が（メタ）アクリル系化合物のようなラジカル重合性硬化性成分
を含有する場合は、光ラジカル重合開始剤を含有することが好ましい。光ラジカル重合開
始剤としては、例えば、アセトフェノン系開始剤、ベンゾフェノン系開始剤、ベンゾイン
エーテル系開始剤、チオキサントン系開始剤、キサントン、フルオレノン、カンファーキ
ノン、ベンズアルデヒド、アントラキノン等を挙げることができる。
【０１０７】
　偏光フィルムに保護フィルムを貼合するに先立って、偏光フィルム及び／又は保護フィ
ルムの貼合面に、プラズマ処理、コロナ処理、紫外線照射処理、フレーム（火炎）処理、
ケン化処理のような表面活性化処理を行ってもよい。この表面活性化処理により、偏光フ
ィルムと保護フィルムとの接着性を高めることができる。
【実施例】
【０１０８】
　以下、実施例及び比較例を示して本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれら
の例によって限定されるものではない。測定又は評価は、以下の方法に従った。
【０１０９】
　（１）フィルム厚みの測定
　（株）ニコン製のデジタルマイクロメーター「ＭＨ－１５Ｍ」を用いて測定した。
【０１１０】
　（２）フィルムの水分率の測定
　水分率の異なる複数のポリビニルアルコールフィルム試料を用いて、乾燥重量法による
水分率と、赤外線吸収式の水分率計（（株）チノー製の「ＩＲＭＡ１１００」）の測定値
との相関を示す検量線（換算式）を作成した。上記水分率計を用いて測定値を得、これを
上記検量線（換算式）に代入し乾燥重量法による水分率〔重量％〕に換算して、これをフ
ィルムの水分率とした。乾燥重量法による水分率は、１０５℃で１２０分間熱処理したと
きのポリビニルアルコールフィルム試料の重量をＷ１、熱処理前のポリビニルアルコール
フィルム試料の重量をＷ０とするとき、下記式：
　乾燥重量法による水分率〔重量％〕＝｛（Ｗ０－Ｗ１）÷Ｗ０｝×１００
に従って求めた。上記検量線は、測定対象のフィルムの厚みが異なるごとに作成した。
【０１１１】
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　（３）特定凹凸欠陥の確認及び評価
　得られた偏光フィルムの片面（一方の面に特定凹凸欠陥が認められる場合には通常、他
方の面にも同様の位置に特定凹凸欠陥が形成されている。）をルーペで観察し、特定凹凸
欠陥の有無を確認した。上述のように特定凹凸欠陥は、当該凹凸欠陥以外の偏光フィルム
面を基準に、それより突出している１つの凸部と、上記基準より陥没しており、該凸部に
隣接する１つの凹部との組み合わせからなる。特定凹凸欠陥が存在する場合には、（株）
菱化システム製の白色干渉計「ＶｅｒｔＳｃａｎ」を用いて平均的な特定凹凸欠陥の長径
（平均長径）、及び平均的な特定凹凸欠陥の高低差（平均高低差；凸部の頂部から凹部の
底部までのフィルム厚み方向平均距離）を測定した（下記（４）参照）。また、得られた
偏光フィルムから透過軸方向２００ｍｍ×吸収軸方向３００ｍｍのサンプルを、ランダム
な領域から３枚切り出し、それぞれについてルーペで観察して特定凹凸欠陥の個数を計測
することにより、特定凹凸欠陥の密度（偏光フィルムの単位面積あたりの特定凹凸欠陥の
数、単位：個／ｍ2）を求めた。具体的には、特定凹凸欠陥の密度の算出は、下記式：
　特定凹凸欠陥の密度（個／ｍ2）＝（３枚のサンプルにおける特定凹凸欠陥の合計個数
）／（３枚のサンプルの合計面積）
に従った。結果を表１に示す。なお、以上の特定凹凸欠陥の確認は、得られた偏光フィル
ムの片面についてのみ行ったが、下記の実施例及び比較例の間で、特定凹凸欠陥の確認は
偏光フィルムの同じ面について行った。
【０１１２】
　（４）特定凹凸欠陥の平均長径及び平均高低差の測定
　測定には、（株）菱化システム製の白色干渉計「ＶｅｒｔＳｃａｎ」を用いた。長径（
最大径）とは、特定凹凸欠陥を上からみたとき（フィルム面に対して垂直な方向からみた
とき）の凸部の外側端から凹部の外側端までの距離のうち、最も長い距離をいう。特定凹
凸欠陥を任意に１０個選択し、これらの長径の平均値を「平均長径」とした。また、上記
１０個の特定凹凸欠陥について高低差を測定し、これらの平均値を「平均高低差」とした
。結果を表１に示す。なお、実施例及び比較例において、測定した個々の特定凹凸欠陥の
長径は０．５～５ｍｍの範囲であり、高低差は０．１～１μｍの範囲内であった。
【０１１３】
　（５）輝点（光抜け）の確認及び評価
　得られた偏光フィルムから透過軸方向２００ｍｍ×吸収軸方向３００ｍｍのサンプルを
、ランダムな領域から３枚切り出し、それぞれについて輝点（光抜け）の評価を実施した
。具体的には、暗室内において、輝度が２０，０００ｃｄ／ｍ2（（株）トプコンテクノ
ハウス製の輝度計「ＢＭ－５Ａ」を用いて測定。）であるバックライト上に、検査用の偏
光板を配置し、さらにその上に上記偏光フィルムサンプルを配置した。この際、検査用の
偏光板に含まれる偏光フィルムの透過軸と偏光フィルムサンプルの透過軸とが直交するよ
うに検査用の偏光板及び偏光フィルムサンプルを配置した。次いで、バックライトを点灯
させて、偏光フィルムサンプル側から、当該サンプルの表面におけるドット状の輝点（光
抜け）の有無を目視で確認した。輝点が認められる場合にはその個数を計測し、その密度
（単位面積あたりの輝点の数、単位：個／ｍ2）を求めた。具体的には、輝点の密度の算
出は、下記式：
　輝点の密度（個／ｍ2）＝（３枚のサンプルにおける輝点の合計個数）／（３枚のサン
プルの合計面積）
に従った。結果を表１に示す。
【０１１４】
　また、上記条件において輝度が認められた場合には、下記の条件（Ａ）又は（Ｂ）のい
ずれかを加えること以外は上記と同様にして輝点の密度を求めた。結果を表１に示す。
（Ａ）バックライトと検査用の偏光板との間に平均透過率５０％のＮＤフィルタをさらに
配置する（この場合、バックライトの実質的な輝度は、１０，０００ｃｄ／ｍ2となる。
）。
（Ｂ）バックライトと検査用の偏光板との間に平均透過率３％のＮＤフィルタをさらに配
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置する（この場合、バックライトの実質的な輝度は、６００ｃｄ／ｍ2となる。）。
【０１１５】
　（６）視感度補正単体透過率Ｔｙ及び視感度補正偏光度Ｐｙの測定
　積分球付き吸光光度計（日本分光（株）製の「Ｖ７１００」）を用い、得られた透過率
、偏光度に対してＪＩＳ　Ｚ　８７０１の２度視野(Ｃ光源)により視感度補正を行い、視
感度補正単体透過率Ｔｙ及び視感度補正偏光度Ｐｙを測定した。
【０１１６】
　（７）ガイドロールの回転抵抗の測定
　ロールに薄いフィルム（厚み２５μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム）を巻き
付けた後、巻き付けたフィルムの外側の端部をバネばかりに固定し、バネばかりをロール
の回転数が１００ｒｐｍとなるように一定速度で引いた際のバネばかりにかかる荷重を測
定し、これをガイドロールの回転抵抗とした。
【０１１７】
　（８）ガイドロール表面の水に対する接触角（対水接触角）の測定
　接触角計（協和界面科学社製の全自動接触角計「ＤＭ－７０１」）を用いて、液滴法に
より、温度２３℃、相対湿度５０％の条件下で測定した。
【０１１８】
　＜実施例１＞
　乾燥処理部が合計１５個のガイドロール（フリーロール）を含む（いずれもフィルム表
面に接する。）こと以外は図１及び図２と同様の偏光フィルム製造装置を用いて、長尺の
ＰＶＡ系樹脂フィルム１０から長尺の偏光フィルム２５を連続製造した。次いで、得られ
た偏光フィルム２５を用いて偏光板を作製した。具体的には次のとおりである。
【０１１９】
　（１）ＰＶＡ系樹脂フィルム１０の用意
　ＰＶＡ系樹脂フィルム１０として次のＰＶＡ系樹脂フィルムａを用意した。このＰＶＡ
系樹脂フィルムａは、厚み３０μｍのポリビニルアルコールフィルムを乾式で４．１倍に
一軸延伸したものであり、フィルムを構成するポリビニルアルコールのケン化度は９９．
９モル％以上、平均重合度は２４００であり、フィルムを構成するポリビニルアルコール
１００重量部に対して１０重量部の可塑剤を含有している。
【０１２０】
　（２）湿式処理工程Ｓ１０１
　ＰＶＡ系樹脂フィルムａを巻出ロール１１から巻き出しながら、張力をかけて緊張状態
を保ったまま連続的に搬送し、４０℃の純水を収容する膨潤処理槽１３に滞留時間６０秒
で浸漬してＰＶＡ系樹脂フィルムａを十分に膨潤させた（膨潤処理工程）。膨潤処理槽１
３から引き出したフィルムを、ヨウ素／ヨウ化カリウム／水が重量比で０．１／６／１０
０である３０℃の染色処理液を収容する染色処理槽１５に滞留時間６０秒で浸漬しながら
、その間に一軸延伸（浴中でのロール間延伸）を行った（染色処理工程）。染色処理槽１
５から引き出したフィルムを、ヨウ化カリウム／ホウ酸／水が重量比で１５／５．５／１
００である６８℃の架橋処理液を収容する架橋処理槽１７に滞留時間１３０秒で浸漬しな
がら、その間に一軸延伸（浴中でのロール間延伸）を行った（架橋処理工程）。架橋処理
槽１７から引き出したフィルムを、２０℃の純水を収容する洗浄処理槽１９に滞留時間３
秒で浸漬して洗浄を行った（洗浄処理工程）。ＰＶＡ系樹脂フィルムａを基準とする累積
延伸倍率は、４．５倍であった。
【０１２１】
　（３）乾燥処理工程Ｓ１０２
　引き続き、洗浄処理槽１９から引き出したフィルムを連続的に搬送しながら、熱風オー
ブンである乾燥炉２１に導入し、滞留時間９０秒、温度６０℃の乾燥処理を行って、偏光
フィルム２５を得た。得られた偏光フィルム２５の厚みは１２μｍ、視感度補正単体透過
率Ｔｙは４２．５％、視感度補正偏光度Ｐｙは９９．９９３％、水分率は１０重量％であ
った。得られた偏光フィルム２５について特定凹凸欠陥の確認を行った。結果を表１に示
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す。なお、最初の低回転抵抗ロールに接するときのフィルムの厚みは、偏光フィルム２５
の厚みと実質的に同じである。
【０１２２】
　実施例１においては、偏光フィルム製造装置が有するフィルムの搬送経路を構築してい
るガイドロールのうち、乾燥炉２１の前半の搬送経路を構築しているガイドロール（１５
個のガイドロールのうちの上流側の８個）をすべて低回転抵抗ロールとした。これらの低
回転抵抗ロールには次の低回転抵抗ロールＩを使用した。乾燥炉２１の前半の搬送経路を
構築しているガイドロール以外のガイドロール（下流側の７個）には、次のガイドロール
ＩＩを用いた。湿式処理部のガイドロールにも、すべて次のガイドロールＩＩを用いた。
【０１２３】
　〔低回転抵抗ロールＩ〕
　・構成：芯材にカーボンを用い、表面にフッ素系樹脂層がコーティングされたガイドロ
ール、
　・回転抵抗：０．００８Ｎ、
　・単位体積あたりの重量：６４０ｋｇ／ｍ3、
　・表面の対水接触角：９５度、
　・各低回転抵抗ロールにおけるフィルムの角度α（搬送方向変化角度）：９０°又は１
８０°（各実施例及び比較例に共通）。
【０１２４】
　〔ガイドロールＩＩ〕
　・構成：芯材にＳＵＳ３０４を用い、表面にクロムめっきが施されたガイドロール、
　・回転抵抗：０．０３Ｎ、
　・単位体積あたりの重量：１６００ｋｇ／ｍ3、
　・表面の対水接触角：７５度。
【０１２５】
　得られた偏光フィルム２５をついて、上述の方法により、特定凹凸欠陥及び輝点（光抜
け）の評価を行った。結果を表１に示す。
【０１２６】
　（４）偏光板の作製
　得られた偏光フィルム２５を連続的に搬送するとともに、第１保護フィルム〔コニカミ
ノルタオプト（株）製のＴＡＣフィルム「ＫＣ２ＵＡＷ」、厚み：２５μｍ〕、及び第２
保護フィルム〔ＪＳＲ（株）製の環状ポリオレフィン系樹脂フィルムである商品名「ＦＥ
ＫＢ０１５Ｄ３」、厚み：１５μｍ〕を連続的に搬送し、偏光フィルム２５と第１保護フ
ィルムとの間、及び偏光フィルム２５と第２保護フィルムとの間に水系接着剤を注入しな
がら、貼合ロール間に通して第１保護フィルム／水系接着剤層／偏光フィルム２５／水系
接着剤層／第２保護フィルムからなる積層フィルムとした。
【０１２７】
　上記の水系接着剤には、ポリビニルアルコール粉末〔日本合成化学工業（株）製の商品
名「ゴーセファイマー」、平均重合度１１００〕を９５℃の熱水に溶解して得られた濃度
３重量％のポリビニルアルコール水溶液に架橋剤〔日本合成化学工業（株）製のグリオキ
シル酸ナトリウム〕をポリビニルアルコール粉末１０重量部に対して１重量部の割合で混
合した水溶液を用いた。
【０１２８】
　引き続き、得られた積層フィルムを搬送し、熱風乾燥機に通して８０℃、３００秒の加
熱処理を行うことにより水系接着剤層を乾燥させて偏光板を得た。
【０１２９】
　＜実施例２＞
　次の低回転抵抗ロールＩＩＩを使用したこと以外は実施例１と同様にして偏光フィルム
２５（厚み１２μｍ）を作製し、次いで偏光板を作製した。特定凹凸欠陥及び輝点（光抜
け）の評価結果を表１に示す。
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【０１３０】
　〔低回転抵抗ロールＩＩＩ〕
　・構成：芯材にカーボンを用い、表面にダイヤモンドライクカーボン層がコーティング
されたガイドロール、
　・回転抵抗：０．００８Ｎ、
　・単位体積あたりの重量：６４０ｋｇ／ｍ3、
　・表面の対水接触角：１０５度。
【０１３１】
　＜実施例３＞
　乾燥炉２１の前半の搬送経路を構築しているすべてのガイドロールに加えて、洗浄処理
槽１９と乾燥炉２１とを接続する搬送経路を構築しているすべてのガイドロールを低回転
抵抗ロールＩとしたこと以外は実施例１と同様にして偏光フィルム２５（厚み１２μｍ）
を作製し、次いで偏光板を作製した。特定凹凸欠陥及び輝点（光抜け）の評価結果を表１
に示す。
【０１３２】
　＜実施例４～６＞
　ＰＶＡ系樹脂フィルム１０として、厚み２０μｍのポリビニルアルコールフィルムを乾
式で４．１倍に一軸延伸してなるＰＶＡ系樹脂フィルムｂを用いたこと以外はそれぞれ実
施例１～３と同様にして偏光フィルム２５（厚み７μｍ）を作製し、次いで偏光板を作製
した。特定凹凸欠陥及び輝点（光抜け）の評価結果を表１に示す。
【０１３３】
　＜比較例１＞
　低回転抵抗ロールＩを用いることなく、偏光フィルム製造装置が有するフィルムの搬送
経路を構築しているガイドロールをすべて上述のガイドロールＩＩとしたこと以外は実施
例１と同様にして偏光フィルム２５（厚み１２μｍ）を作製し、次いで偏光板を作製した
。特定凹凸欠陥及び輝点（光抜け）の評価結果を表１に示す。
【０１３４】
　＜比較例２＞
　ＰＶＡ系樹脂フィルム１０として、厚み２０μｍのポリビニルアルコールフィルムを乾
式で４．１倍に一軸延伸してなるＰＶＡ系樹脂フィルムｂを用いたこと以外は比較例１と
同様にして偏光フィルム２５（厚み７μｍ）を作製し、次いで偏光板を作製した。特定凹
凸欠陥及び輝点（光抜け）の評価結果を表１に示す。
【０１３５】
【表１】

【符号の説明】
【０１３６】
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　１ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄ，１ｅ，１ｆ，１ｇ，１ｈ，１ｉ，１ｊ，１ｋ，１ｌ，１ｍ，
１ｎ，１ｏ，１ｐ，１ｑ，１ｒ，１ｓ　ガイドロール、２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅ，
２ｆ　ニップロール、１０　ポリビニルアルコール系樹脂フィルム（ＰＶＡ系樹脂フィル
ム）、１１　巻出ロール、１３　膨潤処理槽、１５　染色処理槽、１７　架橋処理槽、１
９　洗浄処理槽、２０　湿式処理部、２１　乾燥炉、２２　乾燥処理部、２５　偏光フィ
ルム、２７　巻取ロール。

【図１】 【図２】

【図３】
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